
平成２１年度 第３回 北九州市地方独立行政法人評価委員会 

次 第 

 

日 時： 

場 所： 

平成２１年８月６日（木） １４：００～ 

北九州市役所 ５階 特別会議室 A 

 

 

 

【議 題】 

 

１ 北九州市立大学の平成 21年度年度計画について 

 

２ 北九州市立大学の平成 20年度業務実績の評価について  

 

 ３ 北九州市立大学の平成 20年度財務諸表の承認・剰余金の繰越承認 

   について 

 

４ 今後の日程等について 

 

 

 

 

 



































































































































































 資料３  

 

（案） 

平成２１年８月 日 

 

北九州市長 

 北橋 健治 様 

 

              北九州市地方独立行政法人評価委員会 

                     委員長 石田 重森 

 

 

意 見 書 

 

 

 公立大学法人北九州市立大学の平成２０事業年度財務諸表及び利益処
分の承認について、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以
下「法」という。）第３４条第３項及び同法第４０条第５項の規定に基づ
く北九州市地方独立行政法人評価委員会の意見は下記のとおりである。 

 

記 

 

１ 法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認については、意見はない。 
 

２ 法第４０条第３項に規定する利益処分の承認については、意見はない。 
 



公立大学法人北九州市立大学の年度評価実施要領 
 

平成１８年４月２６日 

北九州市独立行政法人評価委員会 

 

 

  

１ 評価業務（地方独立行政法人法の規定） 

（１）各事業年度における中期計画の実施状況について調査・分析し、各事業

年度の業務実績全体について総合的な評定を行う。（第 28 条第 2 項） 

（２）評価結果を大学に通知し、必要な場合、業務運営の改善その他について

勧告する。（第 28 条第 3 項） 

（３）評価結果と勧告内容を市長に報告し、公表する。（第 28 条第 4 項） 

 

 

２ 評価の方法  

（１）年度評価は、「分野別評価」と「全体評価」により行う。 

（２）「分野別評価」では、中期計画の記載項目ごとに大学が行う自己点検・評

価を検証し、「分野」ごとに結果を記述するとともに、中期計画の進行状

況の目安を段階で示す。 

（３）「全体評価」では、「分野別評価」の結果を踏まえるとともに、大学が把

握している指標を参考に、中期計画の全体の進行状況や実績について総

合的な視点から記述式で評価を行う。 

 

 

３ 分野別評価の具体的な方法  

（１）分野別評価は、中期計画に掲げた以下の５つの事項について行う。 

① 教育研究等の質の向上  

② 業務運営の改善及び効率化 

③ 財務内容の改善 

④ 自己点検・評価及び情報提供 

⑤ その他業務運営に関する重要事項（施設等の整備・安全管理・人権

啓発） 

 

（２）大学による自己点検・評価 

① 実績報告書（別紙様式）において中期計画の記載項目ごとにその進

行状況を示すとともに、そのように判断した理由を記載する。 

年度計画の項目別の進行状況は、以下のとおり４段階で示す。 

Ⅳ：「年度計画を上回って実施している」  

Ⅲ：「年度計画を概ね順調に実施している」 

Ⅱ：「年度計画を十分に実施できていない」 

Ⅰ：「年度計画を実施していない」     

    

 



 

② 分野ごとに特記事項を記載する。 

法人化のメリットを活かした特色ある取り組みや様々な工夫、中期計

画を変更する必要や中期目標の達成に向けて支障が生じた場合の状況

や理由など。 

 

（３）評価委員会による評価 

① 大学の自己評価の検証 

評価委員会は、中期計画の項目ごとに自己評価や計画設定の妥当性

など総合的に検証する。そのとき、評価に必要な資料の提出を大学に

求めるとともにヒアリングなどを実施する。 

 

   ② 記述式の評価  

大学による自己評価と評価委員会の判断が異なる場合は、その理由

を示す。また、特筆すべき点や遅れている点について分野別に記述式

で評価を行う。 

 

③ 5 段階評価 

大学の自己評価に対する検証結果や特記事項を踏まえ、計画の進行状

況について以下のような目安を示す。 

Ａ：特筆すべき進行状況（評価委員会が特に認める場合） 

Ｂ：計画どおり（すべてⅣまたはⅢ） 

Ｃ：概ね計画どおり（ⅣまたはⅢの割合が９割以上） 

Ｄ：やや遅れている（ⅣまたはⅢの割合が９割未満） 

Ｅ：重大な改善事項がある（評価委員会が特に認める場合） 

 

    

４ 全体評価の具体的な方法  

分野別評価の結果や大学の実績を端的に示す指標等を参考にしながら、中

期計画の進行状況全体について、記述式により評価を行う。 

 

 

５ 評価のスケジュール  

（１）６月末までに、大学から前年度の業務実績報告書等を評価委員会に提出。 

（２）７月下旬までに、実績報告書等を調査分析するとともに、必要に応じて

大学に対するヒアリングを実施のうえ、評価案を策定。 

（３）８月中旬までに、評価案に対する大学の意見付与の機会を経て、評価結

果を決定。 

（４）８月下旬までに、評価結果を大学に通知（必要に応じて業務改善等の勧

告）し、市長に報告。 

 


